
精華町情報化基本計画 骨子案 

 

○精華町情報化基本計画の基本理念と目標 

 

 これからの地域の情報化の推進に向けては、情報通信基盤の整備やコミュニケーション

ツールとしての活用だけではなく、より豊かで安心して暮らせる地域づくりへの視点が重

要となってきます。さまざまな情報ツールによって、人とひと、人とまちがつながり、互

いに見守りや支えあいの輪が広がっていく、このような社会づくりが望まれます。 

 そのためには、情報化というものをほとんど意識せず、誰もが安心してその利便性を享

受できるユビキタス社会の形成が必要であり、そうした社会の実現に向け地域の英知を結 

集していかなければなりません。 

 また、地域間競争の時代にあって、地域のさまざまな課題を解決する手段として活用し

ていくことも重要となっています。電子自治体化の推進による行政運営の効率化はもとよ

り、地域のコミュニティづくりや一人ひとりの暮らしをより豊かで利便性のあるものにす

るための情報利用環境の充実などに取り組むことが重要となってきます。 

 今後、本町がこうした情報化の取り組みを通して、京都府あるいは全国をリードしてい

く先進的な情報都市として飛躍していくことをめざしながら、誰もが本町に住んでよかっ

たといえる、真の意味での豊かなまちづくりを進めます。 

 このような情報化の理念を踏まえながら、新たな精華町情報化基本計画において、戦略

的かつ計画的に情報化を進めていく上での、めざすべき情報都市像として“人とひと 人と

まちを 情報の輪で支えあう 豊かなまち せいか”を掲げます。 

 さらに、このめざすべき情報都市像を具現化していくための目標を以下の３つに設定し

ます。 

 

＜めざすべき情報都市像＞ 

“人とひと 人とまちを 情報の輪で支えあう 豊かなまち せいか” 

 

＜３つの目標＞ 

１．住民の生命、人権を守り、生活の質向上に資する情報化の推進 

 情報化を進めていく上では、第一に住民の生命や人権を守っていくという視点が重要と

なってきます。住民の暮らしの安全や安心を支えるツールとしてＩＴが活用されていくこ

とが重要であり、そうした基盤を確立した上で、さらに住民生活の質の向上に向けた情報

化の推進を図ります。 

 利用する側についても、生命や人権の尊重など一定のルールのもとＩＴを活用していく 

ことが要求されることから、社会全体で規範意識の確立に努めます。 



 また、電子政府、電子自治体に向けたさまざまなシステムづくりが進んでいますが、こ 

れらは、住民のニーズを十分に反映しながら構築していくことが重要であり、真に住民サ 

ービスの向上につながる情報化をめざします。 

 

２．ＩＴ最先端都市の実現と活力ある情報社会の形成 

 本町は、全国的にみても人口増加率が高く、また、関西文化学術研究都市開発当初より、

情報化分野においても学研開発をバネとし、「パイロットモデル都市」としてのメリットを

まちづくりに生かすよう進めてきているほか、情報化に関してもインフラ面や人材面など

において他の自治体と比較して優位な位置にあるなど、ＩＴの最先端都市としての可能性

を持っています。 

 こうした知が集積された環境を生かして、ベンチャー企業の育成などによる産業振興に

取り組むとともに、学校教育での情報教育の充実や地域におけるＩＴリーダーの養成など

人材の育成を図ります。 

 住民の誰もがＩＴを積極的に活用することで、人や地域のつながりが強化され、さまざ 

まな活動がより広がりのあるものになるよう、ＩＴ最先端都市の実現と活力ある情報社会 

の形成をめざします。 

 

３．誰もが容易に利用できるユビキタス環境とコミュニティづくり 

 ＩＴが暮らしの中に浸透していく中で、情報通信機器の操作などに不安を抱える人々へ

の対応が求められています。また、インターネットなどのネットワーク環境の中で、情報

の利用が日常的になる一方で、個人情報の流出や家庭・職場などでコンピュータウイルス

の脅威にさらされるなどさまざまな危険性を秘めており、いつでも安心して利用できる情

報環境が不可欠となってきます。 

 パソコンをはじめとした情報家電や携帯機器などあらゆる機器を利用して、いつでも、

どこでも、誰もがＩＴの利便性を享受できるユビキタス社会への実現に向けては、技術面

での改良だけでなく、身近な場所で相談やサポートが受けられる仕組みづくりなど地域全 

体での取り組みを進めます。 

 安全性を重視した情報化の推進と誰もがＩＴを活用して多様なコミュニケーションがと

れる社会づくりをめざします。 

 



○基本的な取り組みと施策体系 

 

 本町における情報化の基本理念および目標を踏まえつつ、今後、住民、企業、行政にお

いて、中長期的に推進する基本的な取り組みについて整理します。 

 

＜施策体系＞ 

１．住民の生命、人権を守り、生活の質向上に資する情報化の推進 

（１）くらしのサービスの充実 

  ①窓口サービスの高度化・情報化の促進 

  ②多様なメディアを活用したリアルタイムな情報提供の推進 

  ③登録・申請等各種手続き業務の高度化 

  ④行政資源の電子化の促進 

  ⑤防災・防犯等の情報化と安全システムの構築 

  ⑥人権教育との連携 

  ⑦環境情報システムの構築とエコライフの推進 

（２）保健福祉医療サービスの充実 

  ①健康福祉医療管理システムの構築 

  ②介護・医療情報のネットワーク化 

  ③安心子育て情報システムの構築 

 

２．ＩＴ最先端都市の実現と活力ある情報社会の形成 

（１）教育・文化の情報化 

  ①小中学校における情報化の充実 

  ②地域・学校・ＰＴＡの情報の共有化と相互交流、学習連携 

  ③活発な生涯学習推進のための情報化促進 

（２）産業の情報化 

  ①中小企業の情報化支援 

  ②地域振興に向けた情報化支援 

  ③農業・農村における情報化支援 

  ④ＩＴ分野のベンチャー企業の起業・育成の支援 

 

３．誰もが容易に利用できるユビキタス環境とコミュニティづくり 

（１）地域コミュニティの情報化支援 

  ①地域における電子コミュニケーション活動の支援 

  ②コミュニティセンター等の公共施設を核にした地域情報化推進 

  ③地域情報化支援機能の強化 



（２）ユビキタス社会の形成、デジタルデバイドの解消 

  ①町全体の情報利用環境の整備 

  ②庁内情報通信基盤整備の充実（ネットワークの高度利用） 

  ③情報化による住民参加・協働の推進 

  ④住民の情報リテラシーの向上 

  ⑤個人情報、プライバシーの保護 

  ⑥情報のユニバーサルデザイン 

 

 



１．住民の生命、人権を守り、生活の質向上に資する情報化の推進 

 

（１）くらしのサービスの充実 

 情報化は、住民のくらしをより豊かに便利にするものでなければならないことから、行

政から提供するサービスや発信する情報については、多様化するニーズやライフスタイル

などに配慮しながら、常に住民の視点に立ったシステムづくりを進めます。 

 また、情報システムの構築や運用にあたっては、住民の生命や人権を守るためのルール

の確立に向け教育・啓発に努めます。 

 

①窓口サービスの高度化・情報化の促進 

 すべての課の情報サービスが一カ所で受けられるような情報のワンストップサービスの

推進を図るとともに、２４時間いつでも情報サービスが受けられるようなノンストップサ

ービスを検討していきます。 

 また、住民基本台帳カードの有効活用の検討を進めるなどにより、役所に行かなくても、

町立体育館などの利便性の高い施設や自宅において、同様の情報サービスが受けられるシ

ステムづくりを進めます。 

 

②多様なメディアを活用したリアルタイムな情報提供の推進 

 役所が発信する情報については、広報誌だけでなく、ホームページでの積極的な情報提

供のほか、ケーブルテレビやデジタルテレビ、携帯電話など多様なメディアの活用を図り

ます。公共施設では、情報キオスク端末などの情報提供端末機で情報提供を行うとともに、

住民が入手したい特定の情報については、マイページ作成機能やアラートメール配信機能

などを利用しリアルタイムな情報の提供を進めます。 

 

③登録・申請など各種手続き業務等の高度化 

 各種登録・申請などの手続き業務については、効率化・電子化を図り、手続き業務の高

度化を進め、電子申請システム、電子入札システム等の構築を進めます。 

 また、電子投票システムについても、導入に向けた検討を進めます。 

 

④行政資源の電子化の促進 

 住民への行政サービスや庁内での文書管理事務などあらゆる行政資源の電子化を促進し、

総合文書管理システムの構築や用品・備品等の電子調達化を推進し、業務の効率化・高度

化を図ります。 

 また、都市計画、道路、上・下水道などの都市施設関連図や、許認可等に関する図面を

はじめとする多くの地理情報を統合的にシステム化（統合型ＧＩＳ）し、より効果的・視

覚的な活用を図ります。 



⑤防災・防犯等の情報化と安全システムの構築 

 地震などの突発的な災害に対し、普段からの防災情報を充実するとともに、危険箇所や

地域での被害状況などを様々なメディアを通じて迅速に提供します。 

 また、地域の小中学校や町立体育館などの避難場所と災害対策本部との情報ネットワー

ク化を進めます。 

 防犯についても、地域、警察、近隣の自治体等との連携を図り、携帯電話等を使ったリ 

アルタイムな情報の提供をめざします。 

 

⑥人権教育との連携 

 ＩＴの進展により、誰もが情報化の恩恵を受けることができる一方で、個人情報の漏え

いによってプライバシーが侵害されるなど人権がおびやかされることが危惧されます。 

 そこで、学校教育や社会教育において、情報化教育の充実を図るとともに、人権侵害な

どの未然防止に向けた啓発等を進めます。 

 

⑦環境情報システムの構築とエコライフの推進 

 本町の豊かな自然を守り、生かし、豊かな住民生活につなげていくため、住民が共に学

びながら、エコライフの推進や環境にやさしいまちづくりを進める必要があります。 

 そこで、住民生活から出るごみなどの廃棄物の収集やリサイクル等の状況、大気汚染や

水質汚濁などの環境情報をネットワーク化し、住民にわかりやすく情報提供するとともに、

環境学習・情報センター等の機能強化を進めます。 

 

（２）保健福祉医療サービスの充実 

 高齢化社会におけるさまざまな不安を解消するため、ＩＴの積極的な活用を進める必要

があります。医療や福祉の分野では、人と人とのふれあいを大切にすることから、こうし

たコミュニケーションの補完を図るシステムの導入や医療機関間におけるネットワークづ

くりなど温かみのあるＩＴの活用を進めます。 

 

①健康福祉医療管理システムの構築 

 高齢者や障害者、子どもなど、一人ひとりの健康福祉について情報の一元化を図り、相

互連携を図ります。 

 医療機関の情報化の促進を支援するとともに、医療レセプトのオンライン化などを含め、 

総合的な健康福祉医療管理システムの構築に向けて検討します。 

 

②介護・医療情報のネットワーク化 

 在宅高齢者や障害者と、かかりつけ医師や保健師との連絡体制を充実し、常時健康相談

ができるようなネットワークを構築するとともに、一人暮らしの高齢者などが地域で安心



して暮らせるようなネットワークを構築し、総合的に支援するしくみを育てます。 

 また、高齢者、障害者、子ども、若者などの多様な情報ネットワークによるコミュニケ

ーションの場づくりに努めます。 

 

③安心子育て情報システムの構築 

 多様な情報が交錯しがちな子育て情報について、保育所等の子育て支援機関による情報

提供を充実するとともに、子どもの健診、予防接種、医療等の情報について、必要な人へ

的確に伝わる情報提供のシステムづくりに努めます。 

 

２．ＩＴ最先端都市の実現と活力ある情報社会の形成 

 

（１）教育・文化の情報化 

 学校教育における情報教育およびＩＴを生かした「わかる授業」の充実を図るとともに、

ＩＴを生かして学校と地域社会との連携強化を図ることが重要です。学校やコミュニティ

センター、図書館をひとつの拠点として情報化を進めることで、住民相互の交流やふれあ

いの場を広げていきます。 

 地域の文化・スポーツ活動においても、住民のさまざまな活動をサポートするためのシ

ステムを構築することで、生涯学習や生涯スポーツなどの取り組みを広めます。 

 また、関西文化学術研究都市の情報化分野におけるメリットを活用して、研究者やベン

チャー企業と連携した小中高生など若い人材の育成や交流を図っていきます。 

 

①小中学校における情報化の充実 

 小中学校に教育用コンピュータや校内ＬＡＮの充実を図るとともに、教育用教材のコン

テンツの充実や学校図書検索システムの構築、教職員の情報リテラシーの向上を図ります。 

 学校間や学校などの教育機関と行政とのネットワーク整備を推進し、情報の共有化や事

務事業の効率化を図ります。 

 

②地域・学校・ＰＴＡの情報の共有化と相互交流、学習連携 

 地域に開かれた教育と学校づくりをめざし、電子メール等を活用した学校と保護者、地

域社会などとの連絡体制の充実を図るとともに、学校での活動情報をホームページに掲載

し、保護者や地域へ発信しながら、地域全体での教育環境の充実を進めます。 

 

③活発な生涯学習推進のための情報化促進 

 図書館や町史編さんなどのもつ資源をデータベース化（デジタルアーカイブ）・情報化・

ネットワーク化し、住民が自由に閲覧・参照できるようなシステムを構築して、住民が学

ぶための生涯学習の環境づくりを進めます。 



（２）産業の情報化 

 商工業、観光、農業・水産業などの産業分野においては、今後、企業間、地域間、さら

には国際間での競争が激化することが予想されることから、ＩＴの戦略的な活用が不可欠

となってきており、産業の情報化の支援を進めます。 

 また、ＩＴを活用した新たな起業や新分野への展開を図っていくため、異業種間交流や

人材の育成などについても、産業振興指針に基づき関係機関との連携のもと積極的に支援

します。 

 

①中小企業の情報化支援 

 中小企業の情報化に向けては、関係機関との連携のもと、情報化による効率化や新たな

事業展開などが図れるよう、啓発・研修機会の提供に努め、支援体制の強化を図ります。 

 

②地域産業の振興に向けた情報化支援 

 商店街の活性化や地域の物産の振興を図るため、関係機関との連携のもと電子商店街（バ

ーチャルショップ）による商品情報や地域情報の提供などＩＴの積極的な活用を図ります。 

 地域全体の魅力を高めるとともに、観光振興など新たなビジネスチャンスの拡大にもつ 

なげるため、本町の豊かな自然や歴史など観光資源の積極的な発信に努めます。 

 

③農業・農村における情報化支援 

 生産者間や関係機関などでの情報交流を促進するとともに、最新情報の提供や経営相談

などの充実を図るため、ＩＴの積極的な活用を支援します。また、そうしたシステムが有

効に活用されるよう農村地域における情報通信基盤の整備を促進します。 

 インターネットによる産地情報の発信とあわせ、生産者と消費者との双方向システムの

構築支援などによる農業の振興を図ります。また、これらを支える人材の育成・確保を支

援します。 

 

④ＩＴ分野のベンチャー企業の起業・育成の支援 

 成長が期待されるＩＴ分野のベンチャー企業に対し、京都府や支援機関との連携を進め

ながら、新たな起業に対する経営的・情報技術的なコンサルティングの充実を図るなどイ

ンキュベーションの強化を図ります。 

 ＳＯＨＯ（ソーホー）型ビジネスの育成・支援に努めるとともに、新たに起業をめざす

人材の育成やそうした人材による情報交換や交流の場の創出に努めます。 

 

３．誰もが容易に利用できるユビキタス環境とコミュニティづくり 

 

（１）地域コミュニティの情報化支援 



 情報化は、人とひとがつながり、コミュニティをつくっていくためには欠かせないツー

ルとなってきています。コミュニケーションを活発にし、地域での活動をより充実したも

のにしたり、新しい出会いや交流を創造していくために、ＩＴを積極的に活用していきま

す。 

 また、誰もがその恩恵を受けられるように身近な地域におけるサポート体制を充実する

ため、地域の拠点づくりや人材の育成を進めます。 

 

①地域における電子コミュニケーション活動の支援 

 地域における住民のさまざまな活動を支えるとともに、人とひとのつながりや人と地域

とのつながりを深めるため、住民の誰もが参画できるような電子コミュニケーション活動

を支援します。 

 自治会等地域の活動団体のネットワーク強化や地域のまちづくり活動への住民参加の多

様な機会づくりを図るため、電子コミュニケーションに関する情報提供やホームページ等

による情報発信を支援します。 

 また、国際交流による異文化とのコミュニケーションや、本町に在住する外国人の生活

支援を充実するため、インターネット等の活用を促進します。 

 

②コミュニティセンター等の公共施設を核にした地域情報化推進 

 コミュニティセンター、隣保館における既存のコンピュータ等の有効活用や充実を図り、

住民が身近な場でＩＴを体験したり、活用できる環境づくりに努めます。 

 また、コミュニティセンターや隣保館などによる身近な地域情報の発信や窓口相談サー

ビス機能の充実を図ります。 

 

③地域情報化支援機能の強化 

 本町の住民活動、ＮＰＯ、企業、行政等の情報が一元化するような、地域ポータルサイ

トの構築を進めます。 

 また、関係機関の連携のもと地域の情報化を支えるサポートセンター的な機能の充実や

ＩＴスタッフ等の人材育成に努めます。 

 

（２）ユビキタス社会の形成、デジタルデバイドの解消 

 情報化社会の進展に従い、個人情報の漏えい、人権の侵害、知的所有権の侵害などさま

ざまな問題が出てきています。誰もが安心してＩＴを利用できる環境づくりに向け、セキ

ュリティの強化や運用ルールの確立など情報利用環境の整備を進めます。 

 また、技術の進歩とあわせて、老若男女問わず、いつでも、どこでも、誰でもが情報化

の恩恵が受けられるユビキタス社会づくりをめざします。 

 



①町全体の情報利用環境の整備 

 本町の地域全体の情報通信基盤の高度化を促進するとともに、光ファイバー、ケーブル

テレビ網、無線などを活用して、地域イントラネットの推進を図り、防災・防犯情報シス

テムなど住民の暮らしを支える情報利用環境の整備を図ります。 

 

②庁内情報通信基盤整備の充実（ネットワークの高度利用） 

 電子自治体の推進とともに住民サービスの向上に向け、役所および関係機関における情

報通信基盤の高度化を図ります。また、行政機関や教育機関などを体系的にネットワーク

化して本町の総合的な行政ネットワークを推進し、各機関の連携強化を図ります。 

 また、業務の効率化に向けた各種情報システムを構築するとともに、それらを有効に活

用するため職員の情報リテラシーの向上に努めます。 

 

③情報化による住民参加・協働の推進 

 インターネットやケーブルテレビなど多様なメディアや電子会議室等を活用した住民の

町政への参加機会の充実を図ります。また、パブリックインボルブメント、パブリックコ

メントなどの制度についても、電子上の利点を生かして積極的に活用していきます。 

 

④住民の情報リテラシーの向上 

 高度先端技術の体験学習やＩＴ講習会などを支える人材の育成などの機能を持ち、地域

の情報化を総合的に推進する拠点となるメディアセンター（仮称）を整備します。 

 また、学校における情報教育や地域でのＩＴ講習会などの学習や相談の場の充実を図り、 

住民の情報リテラシーの向上を目指します。 

 

⑤個人情報、プライバシーの保護 

 役所のもつ個人情報についてプライバシー保護を徹底するとともに、さまざまな個人情

報以外の情報についても取り扱いの適正化を図るため、セキュリティポリシーの遵守や職

員教育を進めます。 

 また、住民や企業においても情報化社会の中で、人権侵害の加害者や被害者とならない

よう人権教育を進めます。 

 

⑥情報のユニバーサルデザイン 

 障害者、高齢者、転入者、学生、外国人、観光客など誰もが町の提供する情報サービス

を利用できるよう、情報のユニバーサルデザイン化を進めるとともに、使いやすい情報機

器の普及促進に努めます。 

 



○重点的な取り組み 

 

 基本的な取り組みのうち、次に掲げるものを今後５年間で、特に重点的・優先的に取り

組み、情報都市像の実現をめざします。 

 

１．安全・安心システムの構築 

  ～住民の生命、人権を守り、生活の質向上に向けて～ 

 

 住民の安全を守り、安心できる情報のリアルタイムな提供と双方向による行政サービス

の実現を図ります。また、積極的に電子自治体の推進を図ることにより、効率的なサービ

スの提供体制の充実を図っていきます。 

 

＜重点施策＞ 

①電子自治体の推進 

 町の広報誌とホームページとの連携強化を図り、わかりやすい情報提供に努めるととも

に、防災、防犯情報や子育て、介護、福祉情報など住民が安心して暮らせるための情報提 

供の充実を図ります。 

 また、電子申請・調達システム、総合文書管理システムの構築など電子自治体の推進を

図るとともに、電子上における意見交流の場の設置など住民との双方向化を進めます。 

 

②統合型地理情報システム（統合型ＧＩＳ）の構築 

 現在、庁内の複数の部署が保有、または、独自に作成している地図データを各部署が共

用できる統合型の地理情報システムの構築を図ります。また、住民の誰もが地図データを

閲覧し、地域のさまざまなまちづくりに活用できるシステムの整備に努めます。 

 

③人権教育との連携 

 住民の誰もが安心してインターネットなどの情報通信機器が利用できるよう、モラルの 

向上に向けた啓発や教育の機会の充実を図ります。 

 

２．知の集積・ネットワークと産業の活性化 

  ～ＩＴ最先端都市の実現と活力ある情報社会の形成に向けて～ 

 

 ＩＴ分野における新たな起業を促進するため、関係機関との連携のもと人材育成を進め

るとともに、広域的な連携の強化を図りながらＩＴ分野における産業の集積を誘導します。 

 住民や中小企業が近隣の大学や産業界等の知を活かし、新たな活力を創造し、ネットワ

ークを形成することで、地域産業の活性化が図れるよう支援します。 



 

＜重点施策＞ 

①ベンチャー企業の育成、支援 

 ＩＴ分野における新たな起業を育成、支援するため、産学官連携のもと各種相談体制の

充実や人材育成機能、交流機能などの充実を図り、インキュベーションの強化を図ります。 

 

②農業・商工業・観光事業における高度情報化の推進 

 地域農業に対して、農産物の流通や販路開拓のシステムづくりにおいて情報化を支援す

るとともに、住民と生産者との距離を縮め、安心して消費できるようなネットワークづく

りに努めます。 

 また、商店街や地域の物産・観光の振興を図るため、地域からの情報発信を積極的に支 

援します。 

 

③ＩＴ最先端都市を支える人材育成 

 ＩＴ分野の企業やＮＰＯとの連携を図りながら、ＩＴに関する専門的な知識や技術が身

に付けられるよう体制づくりを促進し、ＩＴリーダーの育成に努めます。 

 また、小中学校における情報環境の充実と情報化教育の推進を図り、ＩＴ最先端都市を

支える人材の育成に努めます。 

 

３．デジタルデバイド解消と地域情報化によるコミュニティ醸成 

  ～誰もが容易に利用できるユビキタス環境とコミュニティづくりに向けて～ 

 

 デジタルデバイドを解消し、すべての住民が、いつでもどこでも情報化のサービスを享

受できる環境づくりを進めます。また、誰もがＩＴを使いこなせるようになることで、住

民間のコミュニケーションの輪が広がり、地域での活動が活発になるよう、コミュニティ

の醸成を図ります。 

 

＜重点施策＞ 

①コミュニティセンター等の公共施設を核とした地域情報化の展開 

 個々のレベルに応じたきめ細かな指導や情報化に関して、さまざまな相談ができるＩＴ

スタッフ（ボランティア）の育成を支援するとともに、ＩＴ講習の充実を図るため、コミ

ュニティセンター、隣保館などを地域の情報化推進の拠点として整備します。 

 

②地域ポータルサイトの構築 

 住民、ＮＰＯ、企業等との連携の強化を図りながら、地域情報が一元的に入手できる地 

域ポータルサイトの構築を支援するとともに、住民のニーズに応じた情報がリアルタイム 



に提供できる体制づくりを進めます。 

 

③総合的な情報化推進の拠点となるメディアセンターの整備 

 高度な技術の体験・習得機能、ＩＴに関わる人材育成機能、住民間の交流機能などをあ

わせもつ総合的な情報化推進の拠点整備を進めます。 

 

④情報のユニバーサルデザイン 

 情報のバリアフリー化を進めるため、ホームページのユニバーサルデザイン化や多様な

メディアによる町政情報の提供を図り、障害者、高齢者、転入者、学生、外国人、観光客 

等あらゆる人へのサービスの充実を進めます。 

 



○実現の方策 

 

 今後、情報化施策を進めていくにあたっての体制や仕組みづくり、および留意すべき事 

項について整理します。 

 

１．協働による推進体制づくり 

 

 情報化の推進は、システムの開発や人材の育成など継続的な取り組みを必要とするもの

が多く、多額の費用を必要とするものも少なくないことから、計画的な実施と進行管理が

重要になってきます。今後、計画の実現に向け、庁内の推進体制だけでなく、住民、企業

と行政の協働による新たな推進体制づくりが必要です。 

 また、協働による情報化の推進に向けては、住民、企業と行政との役割分担の明確化や

受益者負担の視点なども重要となってきます。 

 

（１）庁内推進体制づくり 

 情報化に関する施策や事業の実施にあたっては、庁内における横断的な連携が不可欠で

あり、各課における情報化推進担当者による連絡調整機能の強化を図ります。 

 また、横断的な連携が必要なシステムの開発にあたっては、研究会やプロジェクトチー

ムを設置するなど円滑な推進が図れるように努めます。 

 

（２）計画の進行管理 

 情報化施策・事業の推進にあたっては、限られた予算の中で、優先順位をつけながら効

率的に取り組む必要があるとともに、その成果を住民に公表していくことが求められてき

ます。 

 計画の進行管理については、実施計画を作成し、計画的に進めていきます。 

 

（３）住民との協働による推進体制づくり 

 庁内における推進体制とともに、住民や企業、ＮＰＯとの連携を図るため、新たな推進 

体制づくりを図ります。 

 計画の進行管理や施策・事業の評価をともに進めるとともに、相互の役割分担を明確に

しながら、地域全体で継続的に情報化の推進が図れるよう仕組みづくりを進めます。 

 

２．電子自治体の構築 

 

 厳しい財政状況の中で、効率的な行財政運営を進めていくためには、電子自治体の構築

が重要となってきます。電子自治体の構築にあたっては、単に事務処理の情報化を図るだ



けでなく、従来の業務プロセスを根本的に見直して、簡素で効率的な新たな行政システム 

の構築を図ります。 

 また、行政内部の効率化とともに、ノンストップ・ワンストップサービス化の実現・推

進など利用者の視点に立った、わかりやすい行政運営に心がけ、住民サービスの向上を図

っていきます。 

 

（１）ＢＰＲ（Business Process Reengineering）の推進 

 電子自治体の推進とあわせて、行財政改革との取り組みとの連携を図りながら、既存業

務の進め方、業務そのものが必要かどうかの見直し、さらには業務や組織のあり方までを

含め、根本的な変革を行うことを通じて行政業務全体の効率化を図ります。 

 

（２）情報のマネジメント体制の確立 

 行政が保有する膨大な行政情報や地域情報を効果的に政策形成や住民サービスの提供に

活用できるよう情報のマネジメント体制の確立に努めます。 

 特に統合型の地理情報システムの構築は、政策形成における有効なツールとして住民と

行政が共有を図るべき情報であり、こうした行政のもつさまざまな情報を積極的に活用し

ていきます。 

 また、電子自治体の構築にあたっては、住民が必要とする情報を的確に提供できる仕組

みやシステムづくりも重要であることから、住民満足度の向上に向け、ＣＲＭ（Customer 

Relationship Management）的な情報の管理運用に努めます。 

 

（３）職員の情報リテラシーの向上 

 電子自治体の推進に向けては、庁内全職員が情報通信機器の操作能力の向上を図るとと

もに、ネットワーク環境を生かして、横断的な連携を図りながら施策の企画立案から実施

を進めるなど、より高度な情報化に関する資質の向上を図っていきます。 

 

３．情報の提供、公開と個人情報の保護 

 

 これからの住民と行政の協働によるまちづくりに向けては、情報の積極的な提供が不可

欠です。従来の広報誌に加えて、インターネットやケーブルテレビ、デジタルテレビなど

多様なメディアでの情報提供が重要となってきます。 

 多様化する住民ニーズに対応していくためには、それぞれのメディアの特性をとらえな

がら、効果的にその利用方法を検討し活用していきます。 

 また、情報の提供、公開や各種情報システムづくりにあたっては、個人情報の保護やセ

キュリティポリシーの遵守など適正な管理体制の確立に努めます。 

 



（１）個人情報の保護 

 各種情報システムの中には、個人情報を含むものも多く、その適正な管理体制を構築し

ます。また、今後、住民基本台帳ネットワークシステムなど外部との情報連携が飛躍的に

進むことから、個人情報の保護に向けて万全の体制づくりに努めます。 

 

（２）セキュリティ対策 

 行政が管理する情報システムが拡大するに従い、データの破壊、改ざん、漏えい、不正

使用等が発生した場合、その影響は深刻なものとなります。 

 情報システムの構築、運用にあたっては、セキュリティポリシーの遵守やセキュリティ 

確保の体制づくりなど対策を十分に講じるものとします。 

 

（３）知的所有権の保護 

 インターネットの普及は、さまざまなデータを収集・加工できる環境でもあることから、

著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的所有権の保護が必要となります。 

 本町においても、ソフトウエアやデータベースの活用などにおいては、その適正な取り

扱いに努めます。 

 

４．広域的な連携 

 

 住民の日常の行動範囲は拡大しており、さまざまな行政サービスを提供するにあたって 

は、市町村の枠を越えた連携が重要となっています。 

 今後、情報化の推進においては、効率性や住民サービスの向上の観点から広域的なシス

テムの構築やサービス提供の体制づくりが重要であり、基盤整備やシステム開発にあたっ

ては国や府および近隣市町との連携の強化を進めます。 

 

（１）国、府との連携 

 総合行政ネットワークや京都デジタル疏水ネットワークなど、国・府レベルでの総合的

な情報ネットワークシステムを積極的に活用して、業務の効率化や迅速化に向けて、連携

強化を図っていきます。 

 また、情報化関連の施策に関して、国や府の施策・事業の積極的な活用を進めます。 

 

（２）近隣市町との連携 

 現在、相楽郡４町では、「相楽郡４町立図書館総合目録システム」が構築されており、広

域的な取り組みが進められています。今後、文化・スポーツ分野に限らず、環境や産業振

興など広域的に取り組むことが有効である分野については、連携をさらに強化していきま 

す。 


